
                                                   事 務 連 絡 

                           令 和 ３ 年 ９ 月 2 9 日 

 

   都道府県 

各 指定都市 動物愛護管理主管課（室） 御中 

    中 核 市 

 

 

環境省自然環境局総務課 

動物愛護管理室 

 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について 

 

日頃より動物愛護管理行政の推進に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和元年６月 19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する

法律」（令和元年法律第 39号。）の一部が令和４年６月１日に施行されることに伴い、犬

及び猫の登録等に係る手数料を定める、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を

改正する政令が本日付けで公布されましたので、お知らせいたします。 

都道府県におかれましては、管内の政令指定都市及び中核市を除く市町村へ周知いただ

くよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

別添１：動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 

別添２：新旧対照表 
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政
令
第
二
百
七
十
六
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
犬
及
び
猫
の
登
録
等
の
手
数
料
）

第
五
条

法
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
場
合
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て

は
、
三
百
円
）
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二

法
第
三
十
九
条
の
五
第
六
項
の
登
録
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

七
百
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円
）

三

法
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
三
百
円
）

附

則

こ
の
政
令
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

◎
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
百
七
号
）

改

正

案

現

行

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
犬
及
び
猫
の
登
録
等
の
手
数
料
）

第
五
条

法
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は

（
新
設
）

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千
円
（

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て

「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

三
百
円
）

二

法
第
三
十
九
条
の
五
第
六
項
の
登
録
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

七
百
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
百
円
）

三

法
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千

円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
円
）


